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はじめに  

自動車、家電、携帯電話・・・私たちの身の回りに溢れている金属製品、そこ

に使用されている鉱物の起源について思いを巡らせたことはあるだろうか。その

多くは、他国の山々を削り、稀少な生態系を破壊し、先住民の従来の生活環境を

犠牲にすることで手に入れてきたものである。  

日本の金属消費量は世界全体の金属消費量に対して、ベースメタルである銅は

7％、亜鉛は 5％、鉛は 3％、またレアメタルであるニッケルは 14％、モリブデン

は 16％、貴金属のプラチナは 15％を占める。日本は世界でも有数の金属消費大

国であり、多くを輸入に頼っている。（図１）  

 

図  1 日本の金属資源主要輸入先（2008 年）  

出典： http://www.jogmec.go.jp/recommend_library /resources_metal/index.html  

そして鉱物の原産国では、鉱山開発に伴う環境問題や社会問題が顕在化してい

る。例えばコンゴ民主共和国とその周辺の国々では、鉱業と流通の収益が反政府

勢力の資金源になっているという「紛争鉱物」の問題が挙げられる 1。また、鉱山

経営が生物多様性に与える影響も深刻である 2。近年の世界的な鉱物需要の伸びと

共に、今後もますます鉱山開発とそれに関わる問題が発生すると予想される。こ

                                                   
1 この問題に対しアメリカでは 2010 年に成立した金融規制改革法によって紛争鉱物の使用に関す

る調査と開示を義務づけている。日本からもソニーや東芝など約 60 社が参加する米電子業界行動

規範 (EICC)は、製品に使う鉱物の原産地や流通、サプレイチェーンをさかのぼった独自の調査を

行い紛争鉱物の混入経路を特定する対策を検討している。  
2 例えば 1980年代に開発が進められたブラジルのカラジャス鉱山はアマゾンの熱帯雨林を破壊し

たとして国際的な関心を呼んだプロジェクトである。この事業は JICA が事業計画段階から深く

関与し、採掘された鉱物は日本にも多く輸入されている。影響を受けた地域は数百万 ha に及んだ

と指摘され、森林伐採や土地の収用により約 1万 3000 人の先住民が生活基盤となる土地を失った。 

また、日本の企業も資本参加し 2009 年から操業が開始されている仏領ニューカレドニアのゴロ

地域で進められているニッケル採掘事業は、生態系のホットスポットのど真ん中に位置し、生態

系の破壊が懸念されている。その周辺地域は金属を多く含んだ特殊な土壌により植生の固有種率

が 9 割を超えており、採掘サイトからの河川が流れ込む海域一帯には鯨やジュゴン、イルカが出

現し、サンゴの様々な段階の進化の形態が見られる場所として、2008 年に世界遺産に登録された。  
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れに対しては原産国の法規制のみならず、企業の CSR3や、国際的な枠組み 4に沿

って対策をしていく必要がある。  

こうした様々な切り口のある鉱物問題の中から今回私が注目したのは、鉱山が

その役割を終えた後の話である。操業停止後の廃止鉱山は、適切な処置をせずに

放置をすれば半永久的に環境汚染を引き起こす。今も世界中の放棄された休廃止

鉱山が地域住民の健康や安全を脅かし、財政的な負担も強いている。しかしこう

した鉱山閉鎖の問題は、環境意識の低さや適切な鉱山閉鎖にかかる費用負担の重

さからこれまで見過ごされてきた。近年になって閉山法の整備が進められてきて

いるものの、その内容や法令順守能力は地域によってバラつきがあり特に資金不

足の途上国において十分に機能していない。鉱山閉鎖にかかる法令順守問題と資

金問題を解決する手段として先進国を中心に導入されているのがパフォーマンス

ボンドである。  

本論文では、企業の法令順守と政府の監視能力に注目し、鉱山閉鎖にかかわる

問題と、途上国におけるパフォーマンスボンドの導入可能性について考察してい

く。  

 

 

 

第一章 鉱山閉鎖とは 

 

この章ではまず、鉱山閉鎖の定義と鉱山閉鎖のもたらす問題、特徴について見

ていく。  

 

1-1 鉱山閉鎖の定義  

鉱山は鉱山会社による土地の一時的な使用であり、その役割を果たした後は所

有者である国に返還される。企業は、操業時からの閉山計画に基づいた最適な閉

                                                   
3 鉱山採掘の問題は、鉱山会社や商社だけでなく最終消費財メーカーにも評判リスクとしてふり

かかってくる。例えば、ティファニーやカルティエなどの宝飾ブランドは「責任ある金のための

原則」を採択し。ソニーやノキアは、携帯電話に使われていたコンゴ原産のタンタルの使用を中

止した。いずれも消費者や NGO 団体からの声によって導かれた動きである。  
4 例えば、生物多様性オフセットのデファクトスタンダードとして「ビジネスと生物多様性オフ

セットプログラム」（BBOP：Business and Biodiversity Offset Program）がある。これは、米国

ワシントンＤＣに本拠を置く国際環境 NGO フォレスト・トレンドの一つのプログラムである。

2004 年に開始され、2010 年 10 月現在、環境 NGO などの市民団体、資源開発会社などの民間企

業、IFC などの国際金融機関などを含め約 50 団体がアドバイザリーグループメンバーとして参加

している。このプログラムでは、回避策、低減策、復元策がとられた後に残る残存影響に対して

生物多様性オフセットが実施される。また生物多様性オフセットを補完する手段として第三者が

あらかじめ土地の復元を行いそのクレジットを売る「ミティゲーションションバンキング」が、

アメリカやドイツを中心に広がっている。  
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山を行い、自立した自然の生態系あるいは将来的な土地利用の安全な遂行が確保

された状態（鉱区からの廃液の排出や土壌への有毒な物質の混入などといった、

環境や人に有害な長期的なリスクが取り除かれた状態）で土地を返還しなければ

ならない。適切な鉱山閉鎖が行われずに放置された休廃止鉱山は、半永久的に環

境に負の影響をもたらす 5。莫大な費用や時間を要する鉱山の閉鎖活動は、環境へ

の影響を考慮し適切に行われなければならない。  

本論文では、鉱山閉鎖（Mine Closure）を  

 

永久的な鉱山操業の停止と、退役、鉱区のリハビリテーション 6、モニタリング

に関連する全ての活動  

 

と定義する 7。また、閉山計画に沿って社会や環境への負荷を最小にすることを目

的とした鉱山閉鎖を‘適切な鉱山閉鎖’と呼ぶ。  

 

1-2 鉱山閉鎖の発生原因   

鉱山閉鎖の主な要因は以下の４つに分類できる。 (Laurence, 2006) 

 

①経済的理由：世界的な資源価格の下落など 8。  

②地質的理由：想定外の鉱石の大きさや質の減少など。  

③技術的理由：地理的技術の状態の不都合や機械・道具の不備など。  

④規制的理由：環境法の改正など。  

 

図 2 は 1981 年~2005 年の閉山理由を集計したグラフである。これを見ると、

閉山には資源の枯渇と同様に、高コストや資源価格の減少などの経済的な理由が

大きく関わってくるということが分かる。早期閉山（primary closure）が行われ

た場合や、鉱物の品質の低下などによって企業が予定通りに収益をあげることが

できなかった場合は、適切な鉱山閉鎖を行うための費用捻出が難しくなる。企業

                                                   
5 1.3 を参照  
6 2.1 を参照  
7 ここで定義する永久的な閉鎖（ terminal closure）の他に、一時的な閉鎖（ temporary closure）

が発生することもある。これは生産の再開を想定した閉鎖のことを指し、市場価格の下落や、所

有者の変更などによって起こる。この場合の鉱山は大規模な閉山活動は行われず定期的な管理や

整備が行われる。  
8 2004 年から 2007 年にかけては資源重要の上昇により、鉱山閉鎖はごく僅かであった。一方で

2009 年の世界金融危機後は、資源価格の下落、市場の縮小や需要の低下による売り上げの減少な

どにより多くの閉山を招いた。  
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の倒産や経営不振などの経済的な理由によって、操業停止後も適切な処置が行わ

れず放置されたままの休廃止鉱山が多く存在する。  

 

 

図  2 Laurence(2011) 

 

1-3 鉱山閉鎖もたらす問題  

ここでは、鉱山閉鎖がもたらす社会や環境への負の影響について紹介する。  

・社会問題  

図 3 は鉱山閉鎖が社会に与える影響を示したものである。鉱山会社は鉱業税の

支払いや企業の CSR 活動を通じて地域に利益を還元している。そのため鉱業が

盛んな地域では、職や生活に必要な施設の多くが鉱山会社に依存しており 9、鉱山

の地元住民は、鉱山閉鎖と共にこうした生活の糧を失うことになる。経済活動の

大半を鉱業に依存する貧しい鉱山依存国 10であるほど、鉱山閉鎖による負の影響

                                                   
9 例の一つとして挙げられるのが、輸出収入の 41%を鉱業が占めるガーナである。 (Emmanuel, 

2009)は、地域の鉱業への強い依存が貧困や低教育水準、医療の未発達等と言った社会問題と結び

ついていると述べている。鉱業による環境汚染によって農業などの代替産業が衰退したこと、鉱

業に従事できない女性の自立を衰退させる。また企業の CSR 活動が地域の鉱業を依存を高めると

も指摘している。  
10 (Dan, 2011)は、鉱物が輸出の 25%以上を占める国を資源依存国とし、途上国における資源依存

の実態と問題について報告している。1990 年頃、資源が豊富な途上国では海外投資を呼び込むた

めに、積極的に国営鉱山会社の民営化や法の改正などを行った。この結果大量の鉱物を輸出する

鉱物依存国となった一方でその利益が地元に還元されず高い貧困率をもたらすこととなった。こ

のことは  “資源の呪い”とよばれ、途上国において深刻な問題になっている。  
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を受けやすい。そのため、鉱山閉鎖の際も、閉山計画に沿って就業者支援を行う

など、地域経済に配慮した閉鎖を行っていかなければならない。  

 

 

図  3 Laurence(2011) 

過去には、閉山による地域経済への負の影響を回避するために、既に利益の出

ない鉱山に対して政府が補助金を与え、閉山時期を引き延ばすということが行わ

れたことがあった。（ルーマニアやボリビア、チリなど）こうした適切な鉱山閉鎖

の見送りは環境深刻な悪影響をもたらす。  

 

 ・環境問題  

鉱山開発による環境問題は、採掘される金属の種類、使用される技術プロセス、

対象地域の地形や地質、操業期間によって変わってくる (Batty, 2005)。図 4 は、

鉱山のもたらす環境問題を集計したグラフである。  
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図  4  Laurence(2011) 

中でも最も深刻な被害をもたらしているのが酸性鉱排水（AMD: Acid Mine 

Drainage）の流出である。採掘後の水（地下水や地表水、湖など）は非常に酸性

になり、カドミウム､鉛､砒素等の高濃度の重金属を含むようになる。この酸性鉱

排水が坑道や堆積場から流出して河川を汚染や土壌を汚染、帯水層にも悪影響を

与える。この予防として一般的に、排水トンネルを通じて活動中の鉱山から地下

水を回収する処置が行われている。しかし鉱山閉鎖の際にこのトンネルの密閉が

適切に行われない限り地下水の排水が続き、地下水の水位を採掘前の状態に戻す

ことは不可能となる。  

また、操業中の環境影響だけでなく、適切な鉱山閉鎖が行われることなく放棄

された休廃止鉱山 11による環境汚染も近年問題となってきている。事業活動終了

（閉山）後も鉱区から漏れ出した酸性鉱排水が、住民の健康被害や農作物被害等

の深刻な社会問題（鉱害）を引き起こしている。休廃止鉱山のもたらす環境被害

には、自然生息地の破壊やランドスケープや水流の変化、土地の荒廃や不安定性、

土壌汚染、酸性鉱排水、放棄された設備や建物、シアン化物や重金属の放出など

                                                   
11放置された休廃止鉱山には、①企業の資金不足や破産などによって所有者が不存在のもの

（orphaned mine）と、②所有者は存在するが、様々な理由により必要な処置が行われていない

もの（ abandoned mine）が存在する。閉山後から長い年月を経過したものほど汚染源を特定しづ

らく（鉱床地帯にあるため、汚染原因が自然由来である場合もある）対策が難しくなる。日本の

休廃止鉱山における鉱害防止事業をめぐる制度実態や費用負担に関しては、(関 , 2011)が研究を行

っている。日本の「義務者不存在」の休廃止鉱山の鉱害防止事業のほとんどが国と地方自治体の

補助金によって実施されており、1971 年~2008 年までの鉱害防止事業補助金予算総計は 1076.5

億円にのぼる。  

環境への主な影響  
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が含まれる。このような鉱害を防ぐためには操業停止から長い期間を経た後も永

続的な鉱害防止事業が必要となる。こうした認識が薄く規制も存在していなかっ

た時代に発生した休廃止鉱山が今も世界各地に大量に存在している。その多くは

責任者不在（企業が責任を放棄した後であったり、既に企業が破産してしまった

後であったり）であるため、国や地方自治体の大きな負担になっているかまたは、

財源のない多くの国で放置されたままになっている。これらの問題に対処するに

は、現存する休廃止鉱山の鉱害事業対策費に充てるための財源を確保すると同時

に、今後こうした休廃止鉱山を増やさないために適切な鉱山閉鎖を促す政策が必

要になる。  

 

第二章 リハビリテーションと包括的な閉山計画 

前章では、鉱山閉鎖とその問題について見てきた。この章では、こうした問題

に対して現在とられている施策とその限界について紹介する。  

 

2-1 リハビリテーション  

企業は鉱山の操業終了後にリハビリテーションを行うことで鉱山閉鎖後の土地

やランドスケープを回復し、将来的な環境劣化を防ぐことが可能である。リハビ

リテーションとは、以下を目的とした活動を示す。（The World Bank, 2009）  

 

(1) 必要でなくなった全ての建物、機材、インフラの撤去  

(2) 有害な鉱物の除去  

(3) 坑道の封鎖  

(4) 土地の安定化  

(5) 土地の再緑化  

(6) 地下水と表層水の回復  

(7) 長期的な鉱害の阻止  

 

リハビリテーション後の土地利用  

以前は、鉱区跡地は鉱業開始以前の状態に戻す、あるいは以前の土地利用（農

業など）を再開させることが望ましいとされていた。しかし近年では、鉱山跡地

を新たな持続可能な土地に変換することが主流である。その土地利用は、牧草地や

湿地、野生生物の生息地から、プールや映画館などの娯楽施設まで様々だ。例えば

アメリカの Whitehorse Mining Initiative (WMI)では、鉱山跡地を人間の活動と健

全な環境が共存できる持続可能なエコシステムへの変換することを認めている。また、

鉱業開始以前の土地利用（農業など）が環境に負荷のかけるものである場合は、土地
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を以前の状態に戻すことは望ましくないとも述べている。リハビリテーション後の土

地は、鉱業活動以前と同等またはより高い経済価値を生みだすことが可能である。

例えばブラジルの 2001 年に閉山した Aguas Claras 鉱山の跡地は、ダムに河川や

湖の機能を取り戻し一部の土地を再緑化すると同時に、周辺には高級住宅街やレ

ジャー施設、ホテルや文化施設を建設することによって有効活用されている

(Kahn, 2001)。イギリスなどでは鉱区跡地特有の稀少な生態系を保護するために

鉱区跡地を国立公園等に指定する動きなどもある（Batty, 2005）。また長い間放

置されてきた休廃止鉱山に対しては、地域コミュニティや自然環境からの持続可

能な便益を再生するための取り組みも行われている 12。  

 

リハビリテーションにかかる費用  

リハビリテーションに必要とされる費用は、国や鉱山によって異なり、アメリ

カ国内でも 4 ドル～353 億ドルと大きな差がある (Alyson, 2000)。（The World 

Bank,2009）によると、中サイズの鉱山（10-15 年操業）の場合で 500～1500 万

ドル、大サイズの鉱山（35 年以上操業）で 5000 万ドルが必要となると言われて

いる。しかし鉱山の操業中から段階的リハビリテーション 13を行うことで、閉山

後のリハビリテーション費を減らすことができる。逆に、操業期間から環境への

影響を無視した行動をとると半永久的に汚染が続くこととなる。  

 

 

 

リハビリテーションの遂行  

                                                   
12 Post -Mining Alliance・http:/ /www.postmining .org/  
13 段階的リハビリテーションの最良例は（石油天然ガス・金属鉱物資源機構鉱害防止支援部 ,  

2009)を参照。  

環
境
リ
ス
ク
と
不
確
実
性 

閉
山 

操
業
開
始 

環境配慮の操業  

環境を無視した操業  

図  5(ICMM,2008)を基に作成  
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鉱山閉鎖後の環境問題を防ぐためには、こうしたリハビリテーションが企業に

よって確実に実行されることが重要になってくる。各国の政府は、鉱山の操業開

始前に、閉山法に基づいた環境影響報告書や包括的な閉山計画書 14の提出を企業

に義務付けることで、閉山後のリハビリテーションの責任の所在を明確にしてい

る。特にアメリカ、カナダ、オーストラリア、南アフリカでは鉱山の閉鎖に関す

る法律を早い段階から整備し、その遵守のために厳格なコントロールと経済的制

裁を行ってきた。また近年では途上国においても、国際機関（ADB、WB、UNDP、

など）の手助けの下、新たな法規制の導入や包括的でより詳細に規定した閉山法

への改訂の動きがでてきている。しかし、整備された法律が人材不足や財政的な

問題によって適切に機能していない、環境基準の設定が緩い、等の問題がある。  

 

2-2 鉱山閉鎖の特徴と法令順守問題  

閉山計画に基づいたリハビリテーションや鉱山閉鎖を適切に行うことで環境被

害を最小にし、休廃止鉱山による環境問題も解消する事ができる。しかし、  

①適切な鉱山閉鎖には膨大な費用がかかる。  

②操業との鉱山閉鎖費用が発生との間に長い期間がひらく。  

という 2 つの特徴が、適切な鉱山閉鎖の履行を難しくしている。図 6 は、鉱山

操業における企業のキャッシュフローを示している。緑の線は、鉱山の操業時か

ら閉山後まで適切な鉱山閉鎖が行われた場合を示している。このグラフが示すよ

うに、企業は閉山後に必要とされる膨大な費用を収益性の高い操業時から確保し

ておく必要がある。しかし閉山から環境被害の発生までに数年～数十年の間隔が

ひらくため、閉山計画を立てづらく、必要な資金を特定しづらいなどの問題があ

る。さらに、倒産や経営不振によって鉱山閉鎖の費用捻出が難しくなる場合が多

く存在する。また、規制の緩い途上国では、閉山計画を無視する企業や政府の監

視の合間をぬって基準までリハビリテーションを行わない企業、鉱山の利益を得

た後にその所有権を他の事業体へ譲渡し、土地を回復させる閉山活動の義務を放

棄する企業が存在する。  

 

 

                                                   
14閉山計画は、水質の望ましい水準への改善、地表侵食の回復、地域コミュニティの安全を脅か

す廃坑の撤去などの内容を含み、企業はこの閉山計画に関わる、先進的なリハビリテーションや

モニタリング、サイト運営の費用を負担する。閉山計画の有効性については（Mitchell , 1999）が

詳しく述べている。閉山計画に基づいて、操業時から適切な処置を行うことで、閉山費用を削減

し、リハビリテーションの目標の達成をしやすくする。その結果、環境被害の回避や減少を可能

にする。  
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図  6 (Alyson 他 ,  2000)を基に作成  

このように、環境法や閉山計画の提出が義務付けられている国であっても、適

切な鉱山閉鎖が行われているとは限らない 15。一般に、環境被害の発生とそのリ

ハビリテーションを行うまでの時間差が大きければ大きいほど、人件費を含めた

リハビリテーション費用は高くなる（Alyson 他 , 2000）。よって、企業の責任放

棄によって休廃止鉱山が放置され続けると、その修復にあたる政府の負担はさら

に大きくなる。そのため、操業中から企業の環境取り組みを促し、監視をしてい

く必要がある。また、やむを得ず企業が適切な鉱山閉鎖の責任を放棄せざるを得

ない場合は、早急に政府が代わりのリハビリテーションを行うことが必要となる。

しかし、貧しい途上国ではこれらの監視費用やリハビリテーション費用をねん出

する財政的な余裕がない。  

 

第三章 パフォーマンスボンド  

 

前章ではリハビリテーションとその履行問題について触れた。こうした問題に

対し、企業の法令順守を促すと同時に、法令が破られた場合に発生するリハビリ

                                                   
15 特に資源依存国の途上国では環境問題は軽視されがちである。サブサハラアフリカで操業する

多国籍企業は、環境基準の低さや政府の監視能力の低さを逆手にとり、環境問題を大きく見落と

している。ガーナでの環境規制の達成率は 75%でしかない。 (Hil son 他 , 2004)  

探査・開発  採掘・操業  閉山  閉山後  

現金収支曲線  

適切な鉱山閉鎖が行われなかった場合  

適切な鉱山閉鎖が行われた場合  

企業が鉱山閉鎖の責任を放棄した場合  

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー 
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テーション費用を保障する仕組みが存在する。その代表的な例がパフォーマンス

ボンドだ。  

 

3-1 パフォーマンスボンドとは 

 

パフォーマンスボンドとは、リハビリテーションなどの適切な鉱山閉鎖を行う

際に必要となる膨大な費用を保障する環境財務保障（EFA: Environmental 

Financial assurance）16の一種である。鉱山会社は保険会社との間に鉱山閉鎖の

履行契約を結び、要求されるパフォーマンスボンドを支払う。その後企業が契約

通りに鉱山閉鎖を行った場合は、納めたパフォーマンスボンドは全額企業に返却

される。一方、何らかの理由（企業の倒産や責任放棄など）によってこの契約が

破棄された場合は、パフォーマンスボンドは第三者機関（この場合は政府）に発

行される。政府はこのパフォーマンスボンドを、放棄された鉱区跡地のリハビリ

テーション費に充てることが可能となる。  

 

・パフォーマンスボンドの効果  

  

・パフォーマンスボンドの効果  

                                                   
16環境財務保障については (Montec,2007)(Miller,  1998)(Miller,  2005)(The World Bank, 2009)を

参照。  

図  7 パフォーマンスボンドの仕組み  

パフォーマンス

ボンド  

Bond(企業から

没収し政府へ ) 

 

Bond（企

業へ返済） 

鉱山会社  

保険会社  

第三者機関（政府） 

操業 

閉山 

リハビリテーション  

法令順守 

企業の責任放棄  リハビリテーション  
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 パフォーマンスボンドは、企業に対し環境基準の達成をさせるインセンティブ

を与えると同時に、万が一その達成が失敗した場合においても、費用を保障する

機能を持っている。  

 

・パフォーマンスボンド額の決定  

パフォーマンスボンドの額は、鉱山閉鎖（リハビリテーションを含む）にかか

る費用を基に設定される。この中には①行政費用（モニタリングコストなど）や

②契約請負会社への利鞘が含まれる。リハビリテーションに長い時間と費用がか

かる場合（シアン化物を使用する場合や酸性鉱排水流出の可能性がある場合など）

は高めに設定される。また (Miller, 1998)は、額面に対し年に 0.37～1.5%の保障

プレミアムが課せられると示している。さらに小規模企業はボンドに対して高い

率で担保を課せられる。（アメリカでは小規模の石炭会社に対して額面に対し

25%の追加的な支払いを命じた。一方で大企業に対しては 10%以下だった。）17 こ

うした支払いは企業にとって大きな負担となる。また基準となる鉱山閉鎖にかか

る費用は、その鉱区の土地の修復基準によって変わってくる。この基準は国や地

域によって様々であるが、途上国においては先進国に比べて低く設定されること

が多い。  

 

・パフォーマンスボンドの支払い時期  

パフォーマンスボンドの支払いは鉱山の操業開始前や大がかりな投資前など、

できるだけ早い段階に行われることが望ましい。しかし、収入を得る前の支払い

は企業にとって大きな負担となる。そのため、操業開始後に段階的に支払いを請

求するケースもある。しかし、アフリカでは、操業開始前に全額を一括に支払わ

なければならない。  

 

3-2 パフォーマンスボンドの問題点 

 

リハビリテーションの環境基準や、パフォーマンスボンドの形式、総額は国に

よって大きな差がある 18。様々な資料を読み比べた結果、パフォーマンスボンド

は共通して以下のような問題をもっていといえると考えた。  

 

・審査にかかる高い監視費用  

                                                   
17 US General Accounting Office, 1998, p.4  
18 ギニアでは全く財政保障が導入されていない。一方でスウェーデンでは責任回避はほぼ不可能

なほど厳しい基準で財政保障が導入されている。  
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企業によるリハビリテーションを完全に監視することは困難である。環境基準

が達成されたか否かをより精密に判断するためには、入念な監視作業が必要であ

り、大きな費用がかかる。基準を達成したとしてボンドが発行された後も、再び

汚染が流れ出始める場合もある。そのため、監視能力の低い途上国では環境基準

が達成されないまま見過ごされているケースが多く存在する。またこうした国々

では同様に環境基準が低く、財政保障の導入も進んでいない。  

 

・パフォーマンスボンド額の不確実性  

リハビリテーション費用が発生するのは、操業開始から数年～数十年経った後

であるため、その総額を特定するのは難しい。後に環境問題が発生し追加的な費

用捻出が必要となった場合、企業が存命している場合はその差額を補填できるが、

企業が履行不可能な状態である場合、リハビリテーションに必要な費用の方がパ

フォーマンスボンドの総額よりも高かった場合はその差額を地元の自治体が負担

することになる。政府はこうした不確実性を考慮してパフォーマンスボンド額を

決定するため、必然的にその総額は高く設定されがちである。  

 

・膨大なパフォーマンスボンド費用  

 パフォーマンスボンドが敬遠される理由の一つが、その費用の大きさである。

保険会社への支払いや将来の不確実性に対しての支払いなど、リハビリテーショ

ンに必要な額以上のボンドが請求される。それによって、企業の資本力の低下や、

企業による鉱業や環境への投資の抑制、さらには負担の増大によって倒産の可能

性を高める。これらに対しては、パフォーマンスボンドに対して税を控除したり、

企業の環境実績や財務体質を考慮したパフォーマンスボンドを設計するなどの対

策が考えられる。  

 

・パフォーマンスボンドの限界  

環境基準の達成には効果的である。しかし、適切なモニタリングや管理、将来的

な予防対策までは確証できない。  

 

先進国を中心に導入が広がるパフォーマンスボンドだが、途上国への導入は進

んでいない。私はその原因である政府のモニタリング費用とパフォーマンスボン

ド費用の高さという弱点に注目していく。  
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第四章 現状整理  

適切な鉱山閉鎖が行われず放置されたままの休廃止鉱山が世界中で深刻な環境

問題を引き起こしている。これらの問題に対し、アメリカやオーストラリアなど

の先進国を中心に廃坑の有効活用、閉山法の整備、閉山計画に基づいたリハビリ

テーションが行われてきた。しかしこうした成功例はまだ先進国の一部にとどま

っている。途上国など多くの地域では、法整備は進んできてはいるものの、その

膨大な費用負担が原因で企業の適切な鉱山閉鎖を促せていない現状がある。特に、

政府の監視能力の弱い国々では、企業は適切な鉱山閉鎖への支払い能力は十分あ

るにも関わらず、規制の合間をぬって責任を放棄する動きがある。  

私はこの問題に対して、先進国の法令順守手段として用いられているパフォー

マンスボンドを利用した解決法がないかということを探っていく。パフォーマン

スボンドは本来、企業が支払い不能となった場合にそれを保障する手段として用

いられているが、この分析では、企業が不正を回避するインセンティブを与える

手段として考えていく。  

 

第五章 モデル分析  

 

5-1 モデルの設定（仮定）  

 

記号の設定 

q：土地の質の状態  

操業終了時の土地の状態をq0、閉山計画で規定された土地の回復基準を qb、基準

より汚染されている状態をqL、基準より質の高い状態をqHとおく。（q0  qL  qb  

qH）  

 

C：リハビリテーション費用  

C    
q  q0

TR

 

T
R

t T
R0

 TRc q  q0  

c は 1 年当たりの単位当たりのリハビリテーション費用を表している。また、

qL、qb、qHまで土地を回復させるのにかかる費用をそれぞれ CL、Cb、CHと表す。

（CL  Cb  CH）  

 

B：パフォーマンスボンド  
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B  Cb
 ρ

t

T
R

t o

 

パフォーマンスボンドは、土地の回復基準 q
b
までリハビリテーションを行う際に

かかる費用Cbと等しくなるように設定する 19。  

 

M：政府が企業の不正を見抜く確率 20 （0≦M≦1）  

M  m  1  
q  q

0

qb  q0

  

m はq0の時の企業の不正の発覚率を表している。（0≦m≦1）企業のリハビリテ

ーションによる土地の回復基準 q がq
b
に近づくほど、不正の発覚率 M は低くなる。 

 

パフォーマンスボンドの設定 

 企業は鉱山の操業開始前にパフォーマンスボンド B を支払う。そして閉山計画

に基づいた操業や鉱山閉鎖（土地のリハビリテーションを含む）を行い、環境基

準qbを達成した場合は、B は企業に返却される。一方でqbを達成しなかった場合

は、B は没収され政府に発行される。政府は発行された B を用いて企業の代わり

に土地のリハビリテーションを行う。  

                                                   
19 本来、パフォーマンスボンドは鉱山閉鎖にかかる費用に施行費用や保障プレミアムが上乗せさ

れた額が設定される。しかしここでは単純化のため、パフォーマンスボンド額はリハビリテーシ

ョン費用と等しく設定されるものとする。  
20 基準値 q

b
に近づけば近づくほど不正は発覚しづらくなる。先進国では監視能力が高いため（M

≒1）企業の不正は行われにくい。一方財源や人材の不足によって監視能力が弱い途上国では M

は小さくなる。  

ｍ  

q
b
 土地の回復

度  

M 

ｑ  
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先進国におけるパフォーマンスボンド  

規制の厳しい先進国においては、企業が不正を行うことは少ない、もし不正が

発覚しハビリテーションを行わなかった場合に社会から受けるマイナスの評価や

制裁の大きさVLは、リハビリテーションにかかる費用 Cbよりも大きくなるためで

ある 21。先進国においてパフォーマンスボンドが政府に発行される（企業がリハ

ビリテーションを行わない）理由の多くは、鉱山の操業失敗よる経営不振や企業

の倒産などによって、やむを得ずリハビリテーションを行うことができなくなっ

た場合である。  

 

途上国におけるパフォーマンスボンド  

一方で途上国においては、政府による監視能力の脆弱性や企業の権限の大きさ

によって不正がしやすい状況になっている。政府が企業の不正を見抜くことので

きる確率 M が低ければ低いほど、企業は基準値 qbよりも低いqLまでしか、土地回

復作業を行わない可能性が考えられる。この論文では途上国においてパフォーマ

ンスボンドが導入された場合に法令順守においてどのような効果に焦点をあてて

いく。そのため、企業の費用支払い能力については言及しない。  

 

5-2 分析の目的  

  

この分析では企業による適切な鉱山閉鎖によって土地が qbまで回復される状態

を社会的に最適な状態とし、パフォーマンスボンド導入後の企業の行動が、政府

のモニタリング能力やパフォーマンスボンド額によってどのように変化するかを

見ていく。その後さらに、パフォーマンスボンド額を可能な限り低く設定するす

                                                   
21 パフォーマンスボンドと費用を比較した企業行動については (Cheng 他 , 2009)が研究を行って

いる。  

操業開始  

t = 0 t  T
R0

 t  T
R

 

企
業 

政
府 

B の支払い  閉山計画に基づいた環境取り組み  

審査  企業の環境取り組みのモニタリング  

閉山  
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る 22手段を考えていく。これによって、途上国においてパフォーマンスボンドを

導入した場合に企業行動にどのような変化を与えることができるかを明らかにし

たい。このモデルでは、企業の不正行動と政府のモニタリング能力との関係に焦

点を当てるため、企業の支払い能力不足（倒産や経営不振など）による責任放棄

は考慮しない。  

 

5-3 モデル分析  

 

基本モデル  

企業は鉱山の操業を終えリハビリテーションを行う際に（ t  TR0）、qb基準まで

土地を回復させるか、それとも基準より低い段階q
L
までしか土地を回復しないか

のどちらかを選択するとする。その選択は、それぞれの期待費用の低い方に決定

される。  

 

 

この時、qbまでリハビリテーションを行う (基準を守る )場合の期待費用は  

 

(1)  

                                                   
22 パフォーマンスボンドは高く設定すればするほど費用負担のリスクを回避できる一方で、企業

の負担が大きくなり、参入阻止や投資環境の悪化などの悪影響が懸念される (3 .2 参照 )。パフォー

マンスボンドを支払うことによる企業の機会費用は、 rBρ
tTR

0
dt  と表せる。ここでは、土地の環

境基準 q
b
が達成され、なおかつパフォーマンスボンド額が低い方がより社会的に望ましいという

前提のもと分析を行う。  

ECb  Cb
 ρ

t

T
R

t T
R0

 Vbρ
T

R  Bρ
T

R  

＜企業＞  

(1-M)B B 返却されるボンド  

t  TR0  

qb  qL  

リハビリテーション  

土地の回復状態  

t  T
R
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となる。Vb ρ
T

RはTR期に土地基準qbを達成していた時に社会から得るプラスの評価、

Bρ
T

Rは企業に返却されるパフォーマンスボンドの現在価値である。一方、 q
L
まで

リハビリテーションを行う (不正を行う )場合の期待費用は、  

 

(2)  

と表せる。不正は発覚が無過ごされる (1-M)の確率で、企業はqbの時と同じ評価を

得てパフォーマンスボンドの返却を受けることができる。不正が発覚される M の

確率で、企業は土地をq
L
しか回復していないことによる社会からのマイナス評価

を得て、パフォーマンスボンドは没収される。  

 

この 2 つの式を基に、企業がqbを選択するパフォーマンスボンドの大きさ B を

求める。企業がqbを選択するのは、ECb  𝐸 CL  ECL  ECB  0となる時のため、 

 

(3)  

 

(4)  

 

(5)  

 

(6)  

となる。  

 

Bρ
T

R  

 ρ
tT

R

t T
R0

 Cb  CL  

M
 Vbρ

T
R  VL ρ

T
R  

MBρ
T

R   ρ
t

T
R

t T
R0

 Cb  CL
  MVb ρ

T
R  MVLρ

T
R  

 ρ
t

T
R

t T
R0

 CL  Cb
  MVb ρ

T
R  MBρ

T
R  MVLρ

T
R  0 

 ρ
t

T
R

t T
R0

 CL  Cb   Vbρ
T

R   1  M  1  Bρ
T

R   1  M  1  MVLρ
T

R

 0 

EC
L

 C
L

 ρ
t

T
R

t T
R0

  1  M V
b
ρ

T
R   1  M Bρ

T
R  MV

L
ρ

T
R  
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先進国と途上国の比較  

【先進国】  

先進国では M=1 のため、 (6)式を  

 

(7)  

と表すことができる。よって先進国においては、T
R
期において企業に返却される

パフォーマンスボンド額が  

 

（q
b
を選択した際にq

L
を選択した場合よりも追加的に必要となった費用）－（q

b
を

選択したことによる社会からのプラス評価）＋（ q
L
の機会費用）  

 

よりも高くなるように設定されればよい。さらに(7)式  を変形させると  

 

(8)  

となる。VL  0より、  CL
 ρ

tT
R

t T
R0

 VL ρ
T

R＋Vbρ
T

R   0である。よって先進国にお

いては、従来のボンド額B  Cb
 ρ

tT
R

t o
よりも、“qLを選択した時にかかる費用”   

 

（qLまでのリハビリテーション費用）－ (qLを選択した際に社会から得るマイナス

評価 )＋ (qbを選択しなかったことで失った社会から得られるプラス評価 ) 

 

分だけ低く設定した場合でも、企業の法令順守を促すことができる。  

 

【途上国】  

一方規制のモニタリング能力の低い途上国では状況が異なる。 (8)式に

M  m  1  
q

L
 q

0

q
b
 q

0

  m  
q

b
 q

L

q
b
 q

0

  C  TRc q  q0 を代入すると、  

Bρ
T

R  𝐶
b

 ρ
t

T
R

t o

  C
L

 ρ
t

T
R

t T
R0

 V
L
ρ

T
R＋V

b
ρ

T
R   

Bρ
T

R   ρ
t

T
R

t T
R0

 C
b

 C
L
  V

b
ρ

T
R  V

L
ρ

T
R  
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(9)  

Bρ
T

R  

 ρ
tT

R

t T
R0

T
R

c q
b

 q
0
 

m
 V

b
ρ

T
R  V

L
ρ

T
R  

(10)  

Bρ
T

R  

Cb
 ρ

tT
R

t T
R0

m
 Vb ρ

T
R  VLρ

T
R  

(11)  

となる。B が (13)式を満たすように設定される場合、企業は q
b
を達成するまでリ

ハビリテーションを行うことを選択する。左辺は、TR期において土地の回復基準

qbを満たしていると判断された場合に企業に返却されるパフォーマンスボンド額

の現在価値を示している。右辺は、“qbを選択したことによる費用”  

基準を達成するまでにかかるリハビリテーション費用

単位当たりの不正の発覚率
 ―（q

b
を達成したことで得た社会からの

プラス評価）＋

（qLを選ばなかったことで失った社会からのマイナス評価（ qbの機会費用））  

 

を示している。 (13)式の右辺の 1 項目は、不正の発覚率が低くなるほど（m が 0

に近くなればなるほど）、企業にとってqbを選択した際のリハビリテーション費用

は相対的に高くなるということを示している。そのため、不正のしやすい途上国

であるほど、パフォーマンスボンド額は高く設定しなければならない。  

 

以上の分析の結果、先進国においては、パフォーマンスボンド額をリハビリテー

ション費用よりも低く設定した場合でも、法令順守の機能を果たすことが分かっ

た。一方で途上国においては、政府の監視能力が低ければ低いほどパフォーマン

スボンド額は高くならなければならない。しかし 3.2 でも述べたように、パフォ

ーマンスボンド額は高く設定されるほど、企業体力を奪い倒産の可能性を高めた

り、環境投資を減らしたり、鉱山の企業離れによって本来開発案件が回避される

など、国や企業にとって大きな損害となる。そこで次は、罰金とプレミアムとい

う新たな仕組みを盛り込むことで、ボンドの価格にどう影響するかを見ていく。  

 

Bρ
T

R  

 ρ
tT

R

t T
R0

T
R

c q
b

 q
L
 

m  
qb  qL

q
b

 q
0

 

 Vbρ
T

R  VLρ
T

R  
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罰金とプレミアムの設定  

 

罰金の効果  

企業がqLを選択したことが発覚した場合にδB だけ罰金を支払わなければならな

い状況を考える。 (0<δ)その時の企業の期待費用は、 (2)式を変形して  

 

(2) ’ 

と表せる。企業がqbを選択するのは、ECb  𝐸 CL  ECB  ECL  0となる時のため、 

(1)式－ (2) ’式<0 より、  

 

(12)  

 

(13)  

 

(14)  
 1  δ Bρ

T
R  

 ρ
tT

R

t T
R0

 Cb  CL
 

M
 Vb ρ

T
R  VLρ

T
R  

 1  δ MBρ
T

R   ρ
t

T
R

t T
R0

 Cb  CL
  MVb ρ

T
R  MVLρ

T
R  

 ρ
t

T
R

t T
R0

 Cb  CL
  MVbρ

T
R  MBρ

T
R  MVL ρ

T
R  MδBρ

T
R  0 

       ρ
   

     
        ρ

  
       ρ

  
    ρ

  
+MδBρ

  
 

＜企業＞  

t  TR0  

t  T
R

 

(1-M)B－MδB B 

q
b
 q

L
 

リハビリテーション  

土地の回復状態  q
H

 

αB 罰金とプレミアム  
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(15)  

と表せる。 (15)式は、罰金を導入することで、 (6)式よりも、
1

 1 δ 
だけ B を低く設

定することが可能になることを示している。  

 

プレミアムの効果  

次に、基準よりも高く土地を回復させた場合（ q
H
）は、返却されるパフォーマン

スボンドにαだけプレミアム 23が付く状況を考える。（1<α）その時の企業の期待

費用は  

ECH  CH
 ρ

t

T
R

t T
R0

 VHρ
T

R  α ρ
T

R  

(16)  

と表せる。企業がqHを選択するのは、ECH  𝐸 Cb  ECb  ECH  0となる時のため、

(1)式－ (16)式>0 となればよいので  

 

(17)  

 

(18)  

 

(19)  

                                                   
23 2.1 に記述してある通り、リハビリテーションによって廃坑を鉱山操業以前よりも収益性のあ

る土地に変換させることは可能である。 post-closure はアメリカやオーストラリアなどの先進国

を中心に様々な形で有効活用されている。ここでいうプレミアムは、鉱山を国へ返還した後も、

企業が post-closure からの収益の一部を手に入れることができるようにする仕組みなどを考える

ことができる。こうすることで、企業が操業後も継続的に土地の質を高める活動を行うインセン

ティブを与えることができると考えられる。  

Bρ
T

R  
1

 α  1 
  ρ

t

T
R

t T
R0

 CH  Cb
  Vbρ

T
R  VH ρ

T
R   

 α  1 Bρ
T

R   ρ
t

T
R

t T
R0

 CH  Cb  ρ
T

R  VH  Vb   

 ρ
t

T
R

t T
R0

 Cb  CH   ρ
T

R  Vb  VH  Bρ
T

R  1  α  0 

Bρ
T

R  
1

 1  δ 

 
 
 

 
  ρ

tT
R

t T
R0

 Cb  CL
 

M
 V

b
ρ

T
R  V

L
ρ

T
R
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と表せる。 ρ
tT

R

t T
R0

 CH  Cb
 はqHを選択したことによる追加的なリハビリテーシ

ョン費用、V
b
ρ

T
Rは、(q

H
を選択したことによって得ることのできなかった )q

b
を選

択した際に得る社会からのプラス評価、V
H
ρ

T
Rはq

H
を選択した時に得る社会から

のプラス評価を表している。つまり、パフォーマンスボンド額の下限は、“q
H
を

選択したことによって発生する追加的費用”を基に決定される。q
H
を選択した際

に得られるプレミアムαが大きいほど、パフォーマンスボンドの額は小さくて済

む。  

 

罰金とプレミアム  

 最後に、罰金とプレミアムが導入された場合に、qHとqLを比較して企業がqHを

選択する場合について考える。企業が qHを選ぶのは、ECH  𝐸 CL  ECH  ECL  0

となる時のため、 (16)式－(2) ’式<0 となればよいので  

 

 ρ
t

T
R

t T
R0

 CH      ρ
T

R  VH     M        Bρ
T

R  α  1  M   δ  0 (20)  

Bρ
T

R  α  1  M 1  δ    ρ
t

T
R

t T
R0

 C
H

     ρ
T

R  V
H

    M         (21)  

Bρ
T

R  
1

 α  1  M 1  δ  
  ρ

t

T
R

t T
R0

 CH      ρ
T

R  VH     M          (22)  

と表せる。  

ここで、先進国と途上国の場合に分けて比較する。  

 

【先進国】  

M=1(先進国のように監視が厳しい )の場合は、(23)式は  

Bρ
T

R  
1

 α  δ 
  ρ

t

T
R

t T
R0

 CH      ρ
T

R  VH       (23) ’ 
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と表せる。ここでBρ
T

R  0という前提を考慮すると、 VH
   VL

 の時（qHまでリハ

ビリテーションを行った時のプラスの社会的評価よりも、基準を守らなかった場

合のマイナスの社会評価の方が大きい場合 )は、{ }内が正になるため、

 α  δ  0  𝛼  𝛿 と設定しなければならない。また逆に   ρ
tT

R

t T
R0

 C
H

     

    ρ
T

R V
H
の時（q

H
までリハビリテーションを行った時のプラスの社会的評価が

高い場合）は、 { }内が負になるため  α  δ  0  𝛼  δと設定しなければならな

い。いずれにしても、  α  δ が大きければ大きいほど、パフォーマンスボンド額

は小さくなり、αとδの値が近づくほどパフォーマンスボンド額は大きくなる。  

 

【途上国】  

政府の監視能力が低いほど、先進国とは異なる性質を持つ。M=0(企業の不正を

見抜くことができない )の場合は、 (23)式は、  

Bρ
T

R  
1

 α  1 
  ρ

t

T
R

t T
R0

 CH      ρ
T

R  VH       (23) ’ ’ 

と表せる。この場合のパフォーマンスボンドは、リハビリテーション費用の差額

と社会の評価で決まってくるが、αを高く設定するほどパフォーマンスボンド額

の下限は低くなる。  

 

第六章 考察  

表１は分析の結果をまとめたものである。  

 先進国（M=1）  途上国(0≦M≦1) 

 

 

 

 

ボ

ン

ド

の

下

 (8)式  

基本式－“qLを選択する費用” 

(11)式  

“qHを選択する費用”で決まる。M

が大きいほどボンドは低くなる。  

罰金  (15)式  

(11)式×
1

 1 δ 
 →罰金δを高く設定するほど、ボンドは低くなる  

プレ

ミア

ム  

(19)式  

“qHを選択したことによって発生する追加的費用”×
1

 α 1 
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限  →プレミアムαを大きく設定するほど、ボンドは低くなる。  

罰金

＆  

プレ

ミア

ム  

(23) ’式  

α と δの値が近いほど、ボンド

は高くなる。  

V
H
が大きい時：α  𝛿  

V
L
が大きい時：α  𝛿  

(22)(23)’ ’式  

リハビリテーション費用の差額と社

会の評価で決まる。  

αが大きいほどボンドは低くなる。  

 

表  1 

 

 分析の結果、以下のことが明らかとなった。  

(1) 先進国などの監視能力の高い国においては、パフォーマンスボンド額はリハビ

リテーション費用よりも低く設定した場合でも、その機能を果たす。  

(2) 罰金とプレミアムを導入することでパフォーマンスボンドを低く設定すること

が可能となる。  

(3) 監視能力の高い国においては、罰金とプレミアムを、その額に差をつけて導入

することでパフォーマンスボンドを低く設定することができる。その際に、企

業の CSR 行動に対する評価の高い国 (V
H
が大きい時 )では、プレミアム＜罰金、

不正に厳しい国 (VLが大きい時 )では、プレミアム＞罰金としなければならない。 

(4) 監視能力の低い国においては、罰金ではなく、プレミアムを導入することが効

果的である。プレミアムの額が大きくなるほど、パフォーマンスボンドの額は

低く設定することが可能となる。  

 

このように、パフォーマンスボンドを導入する際には、その国の監視能力の高

さ（M の大きさ）と、国民の社会的関心の高さ（V）を考慮することで、今まで

導入の障害となっていたパフォーマンスボンドの額をより低く設定することが可

能となる。  

また途上国においても、政府による監視能力を高めること、あるいは土地の回

復基準に応じて罰金やプレミアムを付加させることでパフォーマンスボンドの額

を引き下げその有効性を高めることが可能となる。監視能力を高めることが難し

い場合はプレミアムの額を高く設定することが有効だが、これに充てる費用は、

回復後の土地の将来的な収益からまかなうことができる。また資金不足が深刻な

国においては、国際的な枠組みの中から資金調達を行うことのできる体制を築く

ことができるのではないか。  
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おわりに 

 

 鉱物資源をテーマに掲げて半年、なかなか目標を絞り切れず出口の見えないト

ンネルの中を歩いているような辛い時期が長く続いた。それでも諦めずにこの問

題と向き合うことができたのは、自分が純粋に、今一番関心を持っているものを

テーマとして選ぶことができたからだと思う。改めて環境経済学の奥の深さと、

そうしたテーマを選ぶことを推奨してくださった大沼先生の意図を実感している。 

 私がこのテーマを選んだのは、商品としての鉱物を見る前に、地球の財産とし

ての鉱物の在り方を考えたいと思ったためである。国際的な資源獲得競争が激化

し資源の安定調達が言われている中、「需要を満たすためならば山を削り続けてよ

いのか」というのが私の最初に抱いた問題意識であった。調べを進めるうちに、

操業後の鉱山跡地を環境的・社会的に価値のある土地へとリハビリテーションを

行うことで、経済と環境の両立が可能なのではないかという思いにたどり着いた。

自然は想像以上に脆く、同時に想像以上の回復力を見せてくれる。今後も間違い

なく鉱山開発による環境破壊は進行していくだろう。しかしそれと同時に環境修

復も行われていってほしいというのが、この論文にこめた私の願いである。  

  

最後に、稚拙ではあるがこうして一つ論文を書き上げることができたことに、ご

指導をして下さった先生方、そしていつも相談に乗ってくれたゼミ生の皆に感謝

の気持ちを述べたい。  

 

このゼミで、環境経済学を学び、遊び、語ることのできた２年間は本当に充実

したかけがえのない時間でした。本当に、ありがとうございました。  

 

2012 年 1 月  
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